
書面を提出される方へ
D

裏面もご覧ください

主張書面を提出するときの注意点
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裁判所提出分と

相手方交付用（同

じもの）の２通を

提出してください。

記載例

資料（証拠）を提出するときの注意点

●主張の裏付けになる資料（証拠）は，原本は提出しないで，必ずコピーを提出してください。

●資料の原本の大きさに関わらず，Ａ４の用紙にコピーをとってください（余白が大きくてもかまいません。）。

資料の原本がＡ４より大きい場合は，Ａ３の用紙にコピーをとってください。

●裁判所提出分と相手方交付用（同じもの）の２通を提出してください。

●【重要！】

提出する書面は，相手に渡すことを前提に作成してください。

相手に見られることで身体・生命に危険が生ずる情報が記載されている場合，マイナンバーが記載されて

いる場合は，ご自身で，該当部分を黒く塗りつぶした上で再度コピーするなどして，読めない状態にしてか

ら提出してください。

見られることで生

命・身体に危険が

生ずる情報は記

載しないでくださ

い。

京都家庭裁判所調停〇〇係 宛



マイナンバーにご注意ください！

① 確定申告書・源泉徴収票・住民票はありませんか？あればマイナンバーが
書かれていないか，もう一度確認してください。
② 裁判所はマイナンバーを受け取れません。マイナンバー部分を黒くぬった
ものをコピーして提出してください。

確定申告書の２枚目のここにマイナンバー！

確定申告書の１枚目のここにマイナンバー！

住民票のここに
マイナンバー！

源泉徴収票のここに
マイナンバー！


